
　市では、市議会から「桜並木を生かしたまちづくり」を進めていくとの政策提言を
受け、平成18（2006）年 3 月 1 日、全国の市で初めて「桜」を冠した「草津市桜憲章」を
制定しました。未来の世代にこの美しい桜のまちを引き継いでいくため、企業や
団体、まちに関わるみんなが協力し合って取り組むことをめざしています。

P2～6 令和 8 年度施政方針

CITY PUBLIC
RELATIONS 4

No.1319

2026
（令和8年）

草津市民憲章　私たち草津市民は 一．古い歴史にとけあった新しい文化をつくり、住みよいまちをきずくためにあたたかい心を持ちあって、ともにあす 
への歩みを進めましょう。一．豊かな生産に努めましょう。一．高い教養を伸ばしましょう。一．明るい環境を整えましょう。一．良い風習を育てましょう。




